
１on1企業説明会のご利用について 
 

ご利用にあたっては、以下の点にご留意いただくようお願いいたします。 

 

１ お申込み条件 

・ ハローワークに一般求人（学卒求人を除く）を提出中の事業所であること。 

・ 就業場所がハローワーク長崎管内（長崎市、長与町、時津町）であること。 

・ ９：３０～１２：００までハローワーク長崎１階個別ブースに在席できること。 

 

２ 開催方法 

個別相談ブース（ハローワーク長崎１階）において、ハローワーク利用者に対し、企業の担当者の方から

業界のことや自社の魅力等について直接説明することができます。 

 

３ 申込み方法 

・ Microsoft Formsより所定の欄を入力のうえお申込みください。 

・ 予約は前々月の26日８：３０から受付を開始し、前月５日１７：１５に締め切ります。 

・ 参加可能日は、MicrosoftFormsで選択できる日程のみで、１社につき月に１回となります。 

・ 次回参加は、原則、前回参加月から３か月経過後より受付可能となります。 

・ 参加の確定後、参加辞退は出来ませんので、ご了承ください。 

・ 参加の確定は先着順ではありません。厚生労働省の人材確保対策、全体的な業種や職種のバラン

ス、過去の参加回数等を考慮した上で、ハローワーク側で参加事業所を決定し、参加事業所のみ、前

月20日（閉庁日の場合、直前の開庁日）までにお知らせします（Microsoft Formsに入力いただいたメ

ールアドレスあて、返信いたします。）。 

・ 多くの事業所から参加希望があった場合には、ご希望に添えない可能性もありますので、あらかじめご

了承ください。 

 

４ 求職者への周知 

・ ハローワーク長崎にて、毎月の開催スケジュール表を作成いたしますが、開催月の前月26日以降、庁

舎内での掲示、ハローワークの相談窓口での案内のほか、当所ホームページや、LINEの公式アカウント

にて周知を行います。 

・ 参加企業ごとの個別の開催チラシの作成はいたしませんので、開催に係るチラシを庁舎内へ掲示を希

望される場合には、開催月の前月25日までに、チラシ（データ）をご提供ください。 

 

担当：ハローワーク長崎 職業相談第４部門 095-872-8600 
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